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表紙

事業報告
■業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）
及び当該体制の運用状況

連結計算書類
■連結株主資本等変動計算書
■連結注記表

計算書類
■株主資本等変動計算書
■個別注記表

上記の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様
に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、株主様には電子提供措置事
項から上記事項を除いたものを記載した書面を一律でお送りいたします。

第79回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

特殊電極株式会社
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制（内部統制システム構築の基本方針）及び当該体制の
運用状況
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を
確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。（最終改定　2023年６
月28日）

１. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①　経営理念を基礎として、取締役及び使用人が規範として遵守すべき企業倫理・コンプライアンス
確保の基準を定め、浸透を図る。
②　財務報告に係る内部統制の整備を行い、その運用状況を定期的に評価し、財務報告の信頼性の確
保を図る。
③　使用人の職務の執行が、法令、定款、社内規程及び社会規範から逸脱することなく適正かつ誠実
に実行される状況について内部監査を実施し、業務の適正確保を図る。
④　内部通報規程の運用により、コンプライアンス経営の強化を図る。
（運用状況）
ⅰ　当社は、「トクデン行動基準」を定め、これを全事業所へ掲示するとともに取締役及び使用人の
全員に対し、行動基準カードを作成・配付して取締役及び使用人が規範として遵守すべき企業倫
理・コンプライアンス確保の浸透に努めております。
ⅱ　当社は、内部監査部門を中心に、コンプライアンスや財務報告に係る内部統制が機能しているこ
との監査・確認を行うことで全社的な内部統制の状況及び業務プロセスの適正化をモニタリングし
ております。
ⅲ　当社は、内部監査において行動基準に定める各方針の実施状況について監査を実施しておりま
す。
ⅳ　当社は、社内の内部通報窓口に加え外部の弁護士事務所を窓口とする内部通報制度を制定してお
ります。

２. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①　取締役会規則、稟議規程、文書管理規程、個人情報保護規程、インサイダー取引管理規程等の諸
規程を中心に情報の保存及び管理を徹底する。
②　リスクの詳細な項目を特定する活動の結果を受けて、これらの規程の再検討を行い、適切にその
改正、追加を行う。
（運用状況）
ⅰ　当社は、取締役の職務の執行に係る諸規程を中心に取締役会、幹部会等の議事録・会議資料、個
人情報及び機密情報等の適切な保存及び管理を行っております。
ⅱ　当社は、リスクの詳細な項目を特定する活動の結果を受けて、当事業年度において、必要な社内
規程の改正及び新設を行っております。

３. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　経営危機管理規程、事業継続計画（ＢＣＰ）によりリスクの再評価、リスクの詳細な項目を特定
する活動を行い、その対応策を定め、危機管理体制の強化を行う。
（運用状況）
　当社は、経営危機管理規程、事業継続計画（ＢＣＰ）等の運用により、事業を取り巻くリスクに
ついて適確に分析・評価し、取締役会及び幹部会において継続的に対応策について検討し、実施し
ております。
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業務の適正を確保するための体制

４. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　取締役会において、年度の目標・経営計画及び経営に関する重要事項を協議決定する。
②　取締役会規則、幹部会規程、組織規程、業務分掌規程等の整備を中心に、取締役の職務の執行が
効率的かつ適正に執行される体制の整備を行う。
③　取締役は、取締役会において決定された方針及び計画に基づき、具体策等の立案・実行を行い、
その結果を幹部会において定期的に報告するとともに、計画と実績の対比により進捗管理を行う。
（運用状況）
ⅰ　当社は、取締役会において、年度の目標・経営計画及び経営に関する重要事項を協議・決定し、
幹部会においては、取締役会で決定された方針及び計画に基づいた具体策等の立案・実行の結果を
定期的に報告するとともに、進捗管理を行っております。
ⅱ　当社は、取締役会及び幹部会などの重要な会議体については、年間開催スケジュールを策定する
とともに、情報の事前提供を実施し、職務の執行の適正性及び効率性の向上に努めております。

５. 次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体
制
イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　年度計画に基づく業務進捗状況の報告と重要事項の報告を当社の取締役会もしくは幹部会に対し
て定期的に行う。
ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　経営危機管理規程に定める経営危機の範囲について子会社を含めたリスクの再評価、リスクの詳
細な項目を特定する活動を適時行い、その対応策を定め、危機管理体制の強化を行う。
ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①　子会社における適正な職務権限、業務分掌及び責任を明確化し、職務執行の効率化を図る。
②　子会社との相互連携の強化と情報の共有化を図り、子会社の指導、支援を行う。
ニ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　子会社の役員及び財務に関する事項ならびに子会社の業務に関する重要事項については、関係会
社管理規程に基づき、当社の取締役会が承認する。
（運用状況）
ⅰ　当社は、子会社から業務進捗状況及び重要事項の報告を取締役会もしくは幹部会が受けること
で、業務執行状況をモニタリングしております。
ⅱ　当社グループは、社内諸規程に基づき、適正な職務権限、業務分掌及び責任を明確化し、取締役
等の職務の執行が効率的に行われることを確保するとともに、相互連携の強化と情報の共有化を図
っております。

６. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項ならびに当該取締役及び当該使用
人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び当該取締役及び当
該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、その求めに応じ
監査等委員会に直属する補助の使用人を置く。
②　当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性及び職務の実効性を確保す
るために、当該使用人の採用・人事評価・異動・給与及び懲戒については、監査等委員会（監査等
委員会が特定の監査等委員を指名した場合には、当該監査等委員）の同意を必要とする。
（運用状況）
当社の監査等委員会に係る諸規程において、以上の事項を定めております。
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業務の適正を確保するための体制

７. 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使
用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
　取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役及び
使用人またはこれらの者から報告を受けた者が、当社及び子会社に著しい損害を与えるおそれのあ
る事実を発見した場合、または不正の行為、法令、定款に違反する重大な事実を発見した場合は、
当該事実に関する事項を当社の監査等委員会に対して速やかに報告を行う。
（運用状況）
　当社の監査等委員会は取締役会・幹部会等において、取締役及び使用人から担当業務の執行状況
の報告を受けております。また、法令違反行為等、当社グループに著しい損害を与えるおそれのあ
る事実が発見された場合には、直ちに当社の監査等委員会が報告を受けることとしております。

８. 監査等委員会へ上記７．の報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた
めの体制
　内部通報規程により、監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由とする
不利な取扱いの禁止及び報告者の保護を定める。
（運用状況）
　当社の内部通報規程ならびに監査等委員会に係る諸規程に基づき、不利な取扱いを行わない体制
としております。

９. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る）について生ずる費用の
前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項
　監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の２第４項に基づく費用の
前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必
要でないと認められた場合を除き、当社は速やかに当該費用または債務を処理する。
（運用状況）
　当社の監査等委員に係る諸規程に基づき、適切な処理を実施しております。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①　代表取締役は、監査等委員会との間に定期的に会合を持ち、経営方針、当社が対処すべき課題、
当社を取り巻く重大なリスク、当社グループにおける内部統制の整備・運用の状況、監査上の環境
整備・重要課題等について意見交換を行う。
②　内部監査部門は監査等委員会と緊密な連携を保ち、監査等委員会が監査について協力を求めると
きには、監査等委員会が実効的な監査を行うことができるよう努める。
（運用状況）
　代表取締役と監査等委員会は原則として年間２回の会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査上
の環境整備の状況・重要課題等について意見交換を行っております。さらに、監査等委員会は内部
監査への同行等を通じ内部監査部門と緊密な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を確保して
おります。
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連結株主資本等変動計算書

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

2025年４月１日　残高 484,812 394,812 6,595,420 △40,574 7,434,470

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － △159,734 － △159,734

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － 457,015 － 457,015

自 己 株 式 の 処 分 － － － 1,981 1,981

自 己 株 式 処 分 差 益 － 438 － － 438

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) － － － － －

連結会計年度中の変動額合計 － 438 297,281 1,981 299,702

2026年３月31日　残高 484,812 395,251 6,892,701 △38,592 7,734,172

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

そ の 他 の
包 括 利 益
累計 額 合計

2025年４月１日　残高 107,559 11,586 45,441 164,587 55,829 7,654,887

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △159,734

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 － － － － － 457,015

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － 1,981

自 己 株 式 処 分 差 益 － － － － － 438

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 31,278 5,371 △93,070 △56,420 7,306 △49,113

連結会計年度中の変動額合計 31,278 5,371 △93,070 △56,420 7,306 250,588

2026年３月31日　残高 138,838 16,958 △47,629 108,166 63,136 7,905,475

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

連　結　注　記　表

１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況
・連結子会社の数…………………………２社
・連結子会社の名称………………………TOKUDEN TOPAL CO., LTD.

特電佐鳴（南通）機械製造有限公司

(2) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社であるTOKUDEN TOPAL CO., LTD.及び特電佐鳴（南通）機械製造有限公司の決算日は12月
31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使
用しております。

(3) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定）
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品及び製品、原材料及び仕掛品……主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定)

・半成工事…………………………………個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）
・貯蔵品……………………………………主として最終仕入原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社は定率法を、在外連結子会社は定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物…………………10年から47年
・機械装置及び運搬具…………… 5 年から10年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
・自社利用のソフトウエア …社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

ハ. リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金
　従業員に対する賞与支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しておりま
す。

ハ. 業績連動報酬引当金
　役員の業績連動報酬の支給に備えるため、役員報酬規程に基づき当連結会計年度末における要支給額を
計上しております。
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連結注記表

ニ. 工事損失引当金
　工事損失の発生に備えるため、損失見込額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当

該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
イ. 工事施工

　工事施工事業では、主に各種産業における設備メンテナンスで、製造設備・装置の使用限界を超えて摩
耗した部分を肉盛溶接という溶接技術により再生、またトッププレート（耐摩耗用クラッド鋼板）を使用
して設備の摩耗対策を行う溶接工事の施工を行っております。このような溶接工事の施工については、原
則として一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益
を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事
原価の合計に占める割合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが
できないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しておりま
す。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充
足した時点で収益を認識しております。

ロ. 溶接材料
　溶接材料事業では、当社本社工場において生産しておりますフラックス入りワイヤ、当社技術標準に基
づき製造委託しております被覆アーク溶接棒、各種溶接用線材、粉末材等の製造及び販売を行っておりま
す。このような製品及び商品の販売については、主として出荷時点に収益を認識しております。

ハ. 環境関連装置
　環境関連装置事業では、主に省エネや作業環境改善を目的とし、自動車関連の鋳造された粗材を冷却す
る強制冷却装置などの環境関連装置の製造及び販売を行っており、これらは工事契約に基づいて販売して
いることから、原則として一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進
捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価
が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理
的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収
益を認識しております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い
工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充
足した時点で収益を認識しております。

ニ. その他
　その他の事業では、主に自動車産業向けに、アルミダイカストマシーン用部品の販売を行っておりま
す。このような商品の販売については出荷時点で収益を認識しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
イ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含め
て計上しております。

ロ. 退職給付に係る会計処理の方法
　当社の従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき退職
給付に係る負債を計上しております。当該算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処理しております。数理計算上の差
異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額
法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未認識数理計算上の差
異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額
の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
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建物及び構築物 1,629,001千円
土地 821,230千円

計 2,450,232千円

短期借入金 700,000千円
１年内返済予定の長期借入金 100,200千円
長期借入金 584,100千円

計 1,384,300千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,637,353千円

普通株式 1,602,000株

・配当金の総額 80,629千円
・１株当たり配当額 51円
・基準日 2025年 3 月31日
・効力発生日 2025年 6 月30日

・配当金の総額 79,105千円
・１株当たり配当額 50円
・基準日 2025年 9 月30日
・効力発生日 2025年12月 9 日

・配当金の総額 80,681千円
・１株当たり配当額 51円
・基準日 2026年 3 月31日
・効力発生日 2026年 6 月22日

2. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって､翌連結会計年度に

係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

3. 会計上の見積りの変更に関する注記
（退職給付に係る会計処理の過去勤務費用の費用処理年数の変更）

退職給付に係る会計処理の過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数として16年で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当連結会計年度より費
用処理年数を11年に変更しております。

なお、この変更が当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

4. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

(2) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

イ. 2025年６月27日開催の第78回定時株主総会決議による配当に関する事項

ロ. 2025年10月29日開催の取締役会決議による配当に関する事項

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2026年6月19日開催予定の第79回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

6. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用等方針に従い、一時的な余資については安全性・流動性の高い金融資産で運用
し、資金調達については設備投資計画に照らして必要な資金を銀行借入により調達し、また短期的な運転資金
についても銀行借入により調達しております。デリバティブは、現在利用しておりません。
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連結貸借対照表
計上額 時価 差額

投資有価証券

　その他有価証券（※） 251,610 251,610 －

資産計 251,610 251,610 －

　長期借入金（１年内返済予定を含む） 684,300 661,845 △22,454

負債計 684,300 661,845 △22,454

区分 当連結会計年度（千円）

非上場株式 1,729

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,128,639 － － －

受取手形 72,286 － － －

電子記録債権 360,155 － － －

売掛金 3,087,389 － － －

合計 5,648,471 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 1,000,000 － － － － －

長期借入金
（１年内返済予定
を含む）

100,200 100,200 100,200 100,200 100,200 183,300

合計 1,100,200 100,200 100,200 100,200 100,200 183,300

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「買掛金」、「電子記録債務」、
「短期借入金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであ
ることから、記載を省略しております。

（単位：千円）

（※）市場価格のない株式等は、「その他有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表
計上額は以下のとおりであります。

（注）１．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

（注）２．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

　その他有価証券 251,610 － － 251,610

資産計 251,610 － － 251,610

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金
（１年内返済予定を含む） － 661,845 － 661,845

負債計 － 661,845 － 661,845

報告セグメント
その他

（注）１ 合計
工事施工 溶接材料 環境関連

装置 計

売上高

一時点で移転
される財
（注）２

5,359,968 1,380,857 205,702 6,946,528 729,403 7,675,931

一定の期間にわた
り移転される財 2,773,716 － 466,045 3,239,761 － 3,239,761

顧客との契約
から生じる収益 8,133,685 1,380,857 671,747 10,186,289 729,403 10,915,693

その他の収益 － － － － － －

外部顧客への売
上高 8,133,685 1,380,857 671,747 10,186,289 729,403 10,915,693

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。

長期借入金
長期借入金のうち固定金利による借入の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、変動
金利による借入の時価については、短期的に市場金利を反映しており、また、当社の信用状況は実行後大きく
変化していないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっておりま
す。

7. 収益認識に関する注記
(1) 収益の分解情報

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主に自動車産業向けのアルミ
ダイカストマシーン用部品の販売であります。

（注）２．契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短いため、代
替的な取扱いを適用し、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識している工事契約を含んでおりま
す。
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　(2) 収益を理解するための基礎となる情報
収益の主要な区分におけるそれぞれの収益を理解するための基礎となる情報は以下のとおりです。

（工事施工）
工事施工事業では、主に各種産業における設備メンテナンスで、製造設備・装置の使用限界を超えて摩耗した部

分を肉盛溶接という溶接技術により再生、またトッププレート（耐摩耗用クラッド鋼板）を使用して設備の摩耗対
策を行う溶接工事の施工を行っております。

地代家賃等の顧客に支払われる対価がありますが、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われる
ものである場合を除き取引価格から減額しております。

履行義務の充足時点については、顧客との契約内容に基づき、原則として一定の期間にわたり充足されると判断
し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、工事施工の性質を考慮
し、発生した原価を基礎としたインプット法を採用しております。

進捗度の測定は、契約ごとに、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占
める割合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費
用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約
については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

対価については、顧客の検収後、概ね９ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重
要な金融要素の調整は行っておりません。

（溶接材料）
溶接材料事業では、当社本社工場において生産しておりますフラックス入りワイヤ、当社技術標準に基づき製造

委託しております被覆アーク溶接棒、各種溶接用線材、粉末材等の製造及び販売を行っております。
地代家賃等の顧客に支払われる対価がありますが、顧客から受領する別個の財又はサービスと交換に支払われる

ものである場合を除き取引価格から減額しております。
履行義務の充足時点については、製品及び商品を顧客に引き渡した時点と判断しておりますが、これは、当該時

点が製品及び商品の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客
から取引対価の支払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、出荷時から当該商品又は製
品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。

対価については、履行義務の充足時点から概ね６ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権につ
いて重要な金融要素の調整は行っておりません。

（環境関連装置）
環境関連装置事業では、主に省エネや作業環境改善を目的とし、自動車関連の鋳造された粗材を冷却する強制冷

却装置などの環境関連装置の製造及び販売を行っており、これらは工事契約に基づいて販売しております。
履行義務の充足時点については、顧客との契約内容に基づき、原則として一定の期間にわたり充足されると判断

し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の見積りは、環境関連装置の性質を考
慮し、発生した原価を基礎としたインプット法を採用しております。

進捗度の測定は、契約ごとに、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占
める割合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費
用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約
については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益
を認識しております。

対価については、顧客の検収後、概ね５ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権について、重
要な金融要素の調整は行っておりません。

（その他）
その他の事業では、主に自動車産業向けに、アルミダイカストマシーン用部品（プランジャースリーブ、スプル

ブッシュ、プランジャーチップ、ラドル、ボアピン等）の販売を行っております。
履行義務の充足時点については、商品を顧客に引き渡した時点と判断しておりますが、これは、当該時点が商品

の法的所有権、物理的占有、製品の所有に伴う重大なリスク及び経済価値が顧客に移転し、顧客から取引対価の支

－ 10 －
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連結注記表

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 3,832,521

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 3,519,831

契約資産（期首残高） 694,042

契約資産（期末残高） 547,545

(1) １株当たり純資産額 4,957円27銭
(2) １株当たり当期純利益 288円94銭

払いを受ける権利を得ていると判断できるためであります。ただし、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客に
移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時点で収益を認識しております。

対価については、履行義務の充足時点から概ね５ヶ月以内に受領しており、当該顧客との契約に基づく債権につ
いて重要な金融要素の調整は行っておりません。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約資産の残高等

（単位：千円）

契約資産は、工事施工事業及び環境関連装置事業において、進捗度の測定に基づいて認識した収益にかかる未請
求売掛金であります。契約資産は、顧客の検収時に売掛金へ振替えられます。

過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額は74,227千円
であります。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社及び連結子会社では、当初の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。

8. １株当たり情報に関する注記
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株主資本等変動計算書

(2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 そ の 他

資本剰余金
資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利 益
剰 余 金
合 計土 地 圧 縮

積 立 金
建 物 圧 縮
積 立 金

別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2025年４月１日　残高 484,812 394,812 － 394,812 12,260 49,802 15,298 3,460,000 3,049,541 6,586,902 △40,574 7,425,952

事業年度中の変動額

税率変更による圧
縮積立金の減少額 － － － － － △715 △203 － 918 － － －

建 物 圧 縮 積 立 金
の 取 崩 － － － － － － △1,162 － 1,162 － － －

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － － △159,734 △159,734 － △159,734

当 期 純 利 益 － － － － － － － － 440,845 440,845 － 440,845

自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － － － － － 1,981 1,981

自己株式処分差益 － － 438 438 － － － － － － － 438

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

－ － － － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － 438 438 － △715 △1,365 － 283,192 281,111 1,981 283,532

2026年３月31日　残高 484,812 394,812 438 395,251 12,260 49,087 13,932 3,460,000 3,332,733 6,868,013 △38,592 7,709,485

評価・換算
差 額 等

純 資 産
合 計そ の 他

有 価 証 券
評 価
差 額 金

2025年４月１日　残高 107,559 7,533,512

事業年度中の変動額

税率変更による圧
縮積立金の減少額 － －

建 物 圧 縮 積 立 金
の 取 崩 － －

剰 余 金 の 配 当 － △159,734

当 期 純 利 益 － 440,845

自 己 株 式 の 処 分 － 1,981

自己株式処分差益 － 438

株主資本以外の項
目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

31,278 31,278

事業年度中の変動額合計 31,278 314,810

2026年３月31日　残高 138,838 7,848,323

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

個　別　注　記　表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの…時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）

市場価格のない株式等………………移動平均法による原価法
② 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・商品及び製品、原材料及び仕掛品……総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

・半成工事…………………………………個別法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

・貯蔵品……………………………………最終仕入原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・建物…………………………………22年から47年
・機械及び装置………………………10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
・自社利用のソフトウエア …社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引）
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金
　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
　従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

③ 業績連動報酬引当金
　役員の業績連動報酬の支給に備えるため、役員報酬規程に基づき当事業年度末における要支給額を計上し
ております。

④ 工事損失引当金
　工事損失の発生に備えるため、損失見込額を計上しております。

⑤ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しておりま
す。なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額
法により按分した額を、費用処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
することとしております。
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建物 1,629,001千円
土地 821,230千円

計 2,450,232千円

短期借入金 700,000千円
１年内返済予定の長期借入金 100,200千円
長期借入金 584,100千円

計 1,384,300千円

(4) 収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足

する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。
① 工事施工
工事施工事業では、主に各種産業における設備メンテナンスで、製造設備・装置の使用限界を超えて摩耗し
た部分を肉盛溶接という溶接技術により再生、またトッププレート（耐摩耗用クラッド鋼板）を使用して設備
の摩耗対策を行う溶接工事の施工を行っております。このような溶接工事の施工については、原則として一定
の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しておりま
す。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割
合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用
を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事
契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。

② 溶接材料
溶接材料事業では、当社本社工場において生産しておりますフラックス入りワイヤ、当社技術標準に基づき
製造委託しております被覆アーク溶接棒、各種溶接用線材、粉末材等の製造及び販売を行っております。この
ような製品及び商品の販売については、主として出荷時点に収益を認識しております。

③ 環境関連装置
環境関連装置事業では、主に省エネや作業環境改善を目的とし、自動車関連の鋳造された粗材を冷却する強

制冷却装置などの環境関連装置の製造及び販売を行っており、これらは工事契約に基づいて販売していること
から、原則として一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき
収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事
原価の合計に占める割合に基づいて行っており、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができ
ないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事
契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識しております。

④ その他
その他の事業では、主に自動車産業向けに、アルミダイカストマシーン用部品の販売を行っております。こ

のような商品の販売については出荷時点で収益を認識しております。

2. 会計上の見積りに関する注記
会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類
に重要な影響を及ぼす可能性があるものはありません。

3. 会計上の見積りの変更に関する注記
（退職給付に係る会計処理の過去勤務費用の費用処理年数の変更）
退職給付に係る会計処理の過去勤務費用の費用処理年数について、従来、従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数として16年で費用処理しておりましたが、平均残存勤務期間がこれを下回ったため、当事業年度より費用処
理年数を11年に変更しております。
　なお、この変更が当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

4. 貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務
① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,613,453千円

　　短期金銭債務 710千円

営業取引による取引高
売上高 19,896千円
仕入高 33,465千円
その他の営業取引高 2,520千円

普通株式 20,011株

繰延税金資産
未払事業税 7,482千円
賞与引当金 83,524千円
工事損失引当金 2,232千円
棚卸資産 25,333千円
未払費用 12,865千円
建物 91,182千円
退職給付引当金 184,985千円
資産除去債務 610千円
減損損失 7,123千円
投資有価証券 16,099千円
関係会社株式 11,147千円
関係会社出資金 4,279千円
貸倒引当金 0千円
その他 3,702千円
小計 450,568千円
評価性引当額 △39,302千円
繰延税金資産合計 411,265千円
繰延税金負債
土地建物圧縮積立金 △28,845千円
その他有価証券評価差額金 △40,719千円
繰延税金負債合計 △69,565千円
繰延税金資産の純額 341,700千円

(1) １株当たり純資産額 4,961円05銭
(2) １株当たり当期純利益 278円72銭

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分掲記したものを除く）

5. 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

7. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳は次のとおりであります。

8. 収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結計算書類　連結注記表　７．収益認識

に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

9. １株当たり情報に関する注記

－ 15 －


